
１　日　　時 令和６年１１月２９日（金曜日）　午後２時から午後４時まで

２　場　　所 松本市役所　本庁舎３階　第一応接室

３　出 席 者 委員長：竹田謙一
委　員：北村理恵子、国本和哉、東條博之、等々力茂義、
　　　　福澤美雪、降籏弘雄、箕輪さくら
オブザーバー：及川悦子（長野県 健康福祉部 食品・生活衛生課）
事務局：大和真一、半田八重、平野路子、藤岡瞳（松本市 食品・生活
　　　　衛生課）

４　懇談事項 松本市の猫問題について

５　議 事 録

　⑴　松本市の猫問題について

発言者 発言内容

箕輪委員

　猫問題の現状をまとめていただきまして、苦情の状況ですとか相談の状況
というところは非常によくわかったんですが、これを猫の問題という切り口
で捉えるのか、それとも人の問題という切り口で捉えるのかというところは
非常に重要なところではないかと思います。
　行政がアプローチをしていくのは人ですし、猫が結果として出てきている
問題というところで、人が問題、原因となっているというところですので猫
としてスライド14枚目のところでまとめていただいた苦情相談の部分という
のも原因はどこににあるのかというところをつかむという上ではなかなか多
様なところで、どういうふうにしたらいいとお話するのが少し難しいなとい
うところを感じました。
　また、猫という切り口で整理すると、今起きてる問題を把握するというと
ころの対処療法についてお話するということは可能なのかなというふうに思
いました。原因の根治、原因をきちっと分析して根治させていくっていうと
ころになると、実際に例えば多頭飼育であれば何が原因で起きているのかと
いう話、福祉との話ですとか、飼育が継続できないというところを継続した
くてもできないという状態なのか、それとも無計画な飼育によって継続でき
なくなっているのかというのでもアプローチは変わってくると思いますの
で、ここをどういう意見を述べていけばいいのかというのがちょっと難しい
なというところを感じていたところでございます。

竹田委員長

　半田さんか大和さんの方から現状はあるんですが、そこの分析のところは
どうでしょうかというのが箕輪さんの本質的なご質問といいますか、意見か
なと思うんですけども、そういうのはその分析というかその原因がわからず
して対策ができません。

箕輪委員
どこから切りきっていけば、どれを最初に考えていけばいいのかというか何
を考えていけばいいのかというところをお示しいただけると、何か言えるこ
とがあるかもしれないというふうに思いました。

第７回松本市動物愛護管理推進懇談会　議事録
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　箕輪委員がおっしゃるように、猫については苦情もいろんなパターンがあ
ります。単に、これ全部私の飼い猫というけど、きちんと責任ある飼い方し
てくれてないので周りに迷惑をかけていて、周りの方から苦情になってくる
パターンもあります。そういう方は伺っても結局自分が管理してる猫だとい
う認識はちゃんとあるけどやりきれていないという方もいらっしゃいます
し、逆に単なる餌やりさんは自分の管理下にあるという認識がなくて、ただ
寄ってくるからご飯あげてるということをずっと主張される方もいらっしゃ
います。委員おっしゃるように猫の問題なのか、人の問題なのかというとこ
ろで言うと、多くの場合は人の問題かなと、餌やりさんの部分についても、
正しい飼い方といいますか、責任ある飼い方の啓発が不十分かなというとこ
ろで、この資料でも結局、多くの部分がスライド16で飼い主のいない猫への
適切な関わり方の普及啓発の浸透度が足りないというようなイメージは受け
ています。
　あと福祉関係の皆さんと連携をするときのパターンで、結局猫の問題を何
とかしないとその人のケアに入れないというところで、人のケアを福祉関係
者も僕らもしたいけれど、その前に立ちはだかっているのが飼育している動
物の問題だということが多いのかなという印象は持っています。

　それが猫でいうと1頭であるか、10頭であるかというのは数の問題だけで
あって、飼い主の方をケアするためには、この飼い猫をどうするのかという
ところがあり、うちの方で所有権放棄してもらえば引き取れるんですが、実
はそこにお金がかかったりすると、多くの場合が猫がいなくなったら私は生
きていけないというような表現をされる方も中にはおいでになります。ある
ケースだと保健所とか一緒に関わっていただいてたボランティアの皆さんの
ところに猫は全部引き取ってもらったり、預けたりとかいうことで解決の方
向が見えていたんですが、突然1匹も手放さないと言って話がそこで止まって
しまうというようなこともあったりして、それは結果的に猫のためにも人の
ためにもならないのかなというところで、話はするんですが、まずはそうい
う場合というのは、時間をかけて信頼関係を築くしかないのかなというとこ
ろで考えています。
　単純に動物だけの問題であればお金のところはありますけれども、そこも
いろいろうちの方で何かできないかとかいろいろ考えることはできるんです
が、まず飼い主の意識といいますか飼い主の方がうんと言ってくれないと、
ちょっと身動きが取れないというところは最後に残るのかなと考えていま
す。
　半田の方からいろいろルールを説明はしましたが、これまでの懇談会でも
ご相談させていただいてる動物の飼い方とか、あるいは動物を飼うときの飼
い主の方に持っていただかなければならない覚悟みたいなものをわかっても
らえるように、行政の方としても努力はしなければならないと思っておりま
す。

大和（事務局）
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降籏委員

　この猫問題についての流れについては、松塩筑の動物愛護会でやってる内
容が網羅されていたり、考え方も網羅されたりしていてよく理解ができると
ころですけども、確認事項で一つお願いしたいと思いますが、まず一つの動
物苦情相談数というところがあるんですが、我々はどちらかと言うと150か
所、60か所っていう場所で愛護会の地域猫メンバーが、全部そこへ毎日毎日
365日位通ってその対策を地域と、それからえさやりから管理からTNRから全
部やってるんですけども、そうすると細かな情報もみんな我々共有して持っ
てるんですが、ここに表現されている例えば鳴き声の3件、それから悪臭の4
件、糞尿処理の32件てありますけども、これは電話の件数ですかね、それと
も1か所3か所という意味ですかね。
　昔は電話の件数を全部ここに載せたと言ってますけども、電話の件数だと
クレームが1人いると、3回5回10回と電話をかけて、そうするとここに10回っ
て表現がされてきていたんですね。これはわれわれが管理するとこで10か所
もないはずなんだけどおかしいなって昔確認したことがあったんだけど、そ
したら電話の件数だと言われたけども、その問題を持ってるのは1か所だった
んですね。だからこの表現の仕方も多分皆さん3か所4か所32か所っていう捉
え方は多分してるんじゃないかなと思うんだけど、これもしかしたら電話の
件数？

大和（事務局）

　基本的にはご相談や苦情を受付けた数で集計してまして、長野県の方にも
報告している数字になるんですが、1回の相談や苦情がこの単一の内容ではな
いので一度のご相談について、二つまでカテゴリーとして記録するようにし
ています。主に多いものについて先に上がるような形で数えているので、
おっしゃる通りほぼ電話の数になります。ですので2度3度同じ方が同じ件に
ついて言ってる場合でもこの中でカウントされてしまっているということに
はなります。

降籏委員
　だから間違って3か所4か所32か所という捉え方はしない方がいいってこと
ですよね。昔と変わりない報告の仕方ってことですよね。

大和（事務局）

　苦情の件数なので、その苦情の場所数とか、数字ではないということです
ね。多くの苦情が複数の内容を含んでいたりとかする場合があって、それは
半田が説明したように、複数カウントはするようにはなるんですが、降籏委
員おっしゃるように例えば鳴き声、令和5年度で3件というのが3か所なのか、
同じ箇所について3回なのかというのは、うちとしては3回苦情を受けている
というところになります。
　その苦情があったときの整理の方法をいわゆる台帳管理というか、そうい
う形にしてまして過去に同じ苦情が同じ飼い主でどのぐらいあったかとかは
すぐわかるようになっていたり、あるいは短期間で同じような苦情が続いた
ような場合で職員の頭の中にも入っていたりとかする場合もありますので、
そこは前回にお話した経過とかを踏まえて、アプローチするというやり方は
やってはおるんですが、この数字についてはそういう具合に考えていただけ
ればと思います。
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降籏委員

　もう一つ2-4ですけども、（1）の地域猫活動支援補助金の手続きの改善っ
てありますけども、今回こういった対応はもう内容っていうのが書かれて
あったもんですから、会員に一応関係者に全部聞き取りして今日出席してき
たんですけども、いずれにしまして私もたまたま昨日25頭を不妊手術をしな
きゃいけない場面に出くわして、昨日半田さんにお世話になって書類をも
らってきたんですけど会員の中からですね、この手続きの改善というところ
で、フットワークをもっと良くしてほしい、と書類の多さで辟易していて、
本当は１頭２頭ですぐ処理をしたいけども、書類の多さでついつい面倒で嫌
がってついついそれが5頭10頭になってやっているのは現実だから、もっと簡
素化していれば1頭2頭でどんどんやるけど、この書類の面倒くささにはもう
辟易していると。
　私も昨日もらってきた書類ですが、8枚かな8種類あってそれぞれ結構いろ
んなこと書かなきゃいけないってなってるんだけど、会議の中で市は予算を
使う気がないんじゃないか、いや、予算がついているものは使ってもらわな
きゃ困るという言い方をしてきてるんだけど、そのぐらいだね面倒くさい。
　それで本当に何匹じゃなきゃいけないとかいうんじゃなくて、1頭からも本
当に素人のおばさんたちやボランティアのおばさんたちが書いてお願いしま
すというように、何かできる方法があればそんな方策を模索してほしいと
思ってるんですけども、安曇野市のほうも結構手出したりいろいろしてるん
だけど、安曇野市はすごく受け入れが簡単になされているから向こうの方は
いいんだけど、それに比べて松本市があまりにも面倒くさいって言うもんだ
から、税金使うためにはこういう書類も必要なんだよと言うけども、処理的
に何とかしてほしいという希望を聞いて今日出席しましたので、その辺もよ
ろしくお願いいたします。

大和（事務局）

 実は去年からこの仕組みを変えまして、一昨年まではある一つの団体に、決
め打ちでいくらという形でやっておりましたが、地域猫活動をする団体も増
えてきたりとかいうような背景もあって、昨年から市に登録をしていただい
て、その活動している団体に市へ登録をしていただいて、その登録をしてい
ただいた団体が活動をして手術をした個体にお金を出すという仕組みに変え
ているのはご承知の通りだと思います。
　昨年そういう形で仕組みを変えてスタートしてから、今降幡委員がおっ
しゃったような補助金の手続きの煩雑さあるいは使いにくさ、あるいは対象
となる動物ですね、うちは地域猫ということでやらしていただいていまし
て、他の市町村だと、飼い猫にもお金出していたりとかいうようなのも承知
しております。そういったところも含めて、補助金の手続きが煩雑すぎると
いうことで、ご意見を他の方からもたくさんいただいているところです。う
ちの方でリニューアルした形で去年からやったときに、市の持っている公金
をお出しするためにどういう手続きが必要かというところは財政の方ともつ
めたりとかいろいろする中で、こういう形を作ってきていますが、決裁して
る私の方から見ても、ちょっと使いづらいよねというところも正直ありま
す。公金を出しますので一定の書類等は出していただかなければとは思いま
すが、どういうやり方がいいのか、やり方そのもののところと今の制度でど
ういう改善ができるかというところについては、現在何ができるかというと
ころを検討はしておりますので、もう少しお時間をいただければありがたい
かなという具合に思っております。

大和（事務局）

　それから金額は松本市はオス1頭8,800円ですがメス1万6500円お出ししてい
ます。それが上限という形でお出しをしております。結局1回は団体の皆さん
に立て替えしてもらわなければならない部分がありますので、いくらお金を
出すと言ってもメスが何頭もまとまっちゃうと、それなりのまとまった金額
になってしまいます。
　多分そこのところは補助金というのは事業が終わった後、それに対してお
出しするというのが補助金の原則かなという具合には思いますので違うやり
方でできるのかどうかというところも、市の手続き全体のところで所管課と
も相談をして進めていきたいという具合に思っております。
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竹田委員長

　今ちょうど検討課題の方までお話しいただいたところですけども、先ほど
降籏さんから苦情の件数の数え方とか捉え方っていうんですかね、市の方か
らは県の方にも報告してるというところでもありましたが、今日はオブザー
バーで県の食品生活衛生課の方から及川さんが来ていらっしゃるんですが、
何か県の方でこれを1件とするとか、何かそういった統一基準みたいなのは何
かあるんですか？場合によっては過大評価になってる節もあるんじゃない
かってのは先ほど降籏さんのご意見だったんじゃないかなと思うんですけど
も。

及川係長（県）

　実際に数え方等につきましては、ルールはございません。それで確かに数
えすぎというところも各論で見ればあるかもしれないんですけど、総論から
大昔から経過をしていくと、やはり過去からの歴史の変動というのは出てき
てますので大きく見ると、やはり犬の苦情より猫の苦情が増えてるというの
が全県的にもそれはわかっているというとこなので。

福澤委員

　まとめグラフを拝見しまして、今までの委員会でも先生方とお話しされま
したように猫の問題というのが人の心理と癒着していて大変難しいというこ
とが本当に浮き彫りになっているなと、猫の方がやはり容易に世話を手を出
しやすかったり、犬と比べまして精神的に頼りやすいんだなというところ
で、やはり頭数のその飼養ですとか、その割に飼育管理がなっていないとい
うことが本当に浮き彫りになってるなというふうに感じました。
　2-1松本市の猫問題の現状の相談のところですけれども行方不明が、残念な
ことに非常に件数が多いというのもそうですし、繁殖制限、これ件数は少な
めですけれども、この2項目というのが全く減っていかないというのも明らか
に数として出てますけれども、ここは本当に猫の行動や習性を理解していな
いというところがやはり飼養者の適正飼養に関するコンプライアンスが向上
しにくというところがはっきりと出たんだなと。
　先日も実は私は学校の近くで死んだばかりの猫ちゃん拾いまして、結局学
校のお庭に埋めましたけど、この子行方不明になって飼い主さん心配してな
いかななんて思いつつ、なんかお腹が固いななんて思ったらお腹にも赤ちゃ
んがいたというような猫ちゃんを埋めました。
　そんな身近にもそういう子がやっぱりいまして、そんな現状を残念に思っ
てこれを拝見してました。松本市の取り組みにつきましては、本当に例えば
講習会が少し件数も増えて、猫ちゃんに関する講習会開催してくださったり
ですとかペットの写真コンテスト、クラウドファンディングも含めまして、
非常に飼い主さんが近づきやすいというか、とっつきやすい取り組みも増え
てきていてとても素晴らしいなというふうに見てて思いました。さらにオリ
ジナリティのある取り組みを考えていけたらなとそんなことを感じました。

等々力委員

　先ほどの苦情の相談のところですね。先ほどの分析というのは私になるん
ですけど、このクラブを見てると、なんか令和4年は結構いろんな部分で突出
しているんですけど、これは何かコロナとかそういう問題になるのか、人間
の生活様式で増えているのかなって、その辺の何か分析はあるんでしょう
か？

大和（事務局）

　正直そこまで深くの分析まではしておりません。
　令和3年と4年は社会的なコロナの部分も踏まえて分析しないと間違えてし
まうかなという気はしておりますけれども、この裏に何があるのかというと
ころまではまだ掘り下げはしてございません。
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東條委員

　獣医師会の方でも不妊とか去勢やってるわけですけど、今この管内のだけ
でなくて、県の中には他の県からですね、そういうので入っている先生たち
もいらっしゃるみたいです。
　ですからその辺のところがこれからどうなっていくかなというのが現状と
して気になっている。特に南の方で入ってるみたいな話を聞きます。
　それから私この話をよく聞いてて苦情とかそういう相談を受けつつあるん
ですが、降籏さんのお話もあったんですけど、そのレベルはそれぞれ違うん
ですよね。それですごく人に関わって飼育してるとこもあるし、そうでなく
ても何かそういうのを分けるのがいいのかわかりませんけど、何か少しレベ
ル分けをして対応していったらどうかなと。多分一番大変なところは多頭飼
育したり大和課長さんが話したようなところが非常に難しいとこだと思うの
で、そこのところは集中してやろうとか、他のところはもう少し普及啓発だ
けでもうちょっとやってこうとかっていうような、工夫をして対処してた方
がいいかなという感じはしましたのでそれだけ申し上げたいと思います。

国本委員

　苦情の話も前回こういう会議の中でこういう苦情がありましたというのが
載ってきてるんですけども、その中でですね、苦情の件数がこういうことを
してきたことによって減ってますとか、ただ数字が書いてあるだけなので、
こういう活動とかこういうことを松本市でしてきたので、この苦情について
は減ってきましたというのが必要だと思うんですよね。
　次に本当に教えてほしいのは、苦情がありました、それに対してどういう
対応をされて、どういう処置をされたのかというのが全くわからなくて糞
尿って書いてあるだけで、犬のときもありましたけど、例えばポスターを貼
りましょうとか、いろいろ案があったんですけども、かわいいポスターを
作ったらいかがですかとかというのは実際どうなったんでしょうか。
　だから具体的に何かをやりましたというのを一つずつやっていかないと、
同じ話をずっとしてるような気がするんですよね。人の問題だというのであ
れば、福祉課の方と多頭飼育が起きそうな現場を、今言われたようにピック
アップするとか、個人情報守秘義務もありますけども、福祉関係の方と保健
所の方で大体こういうことが起きてるねとかというのを共有し合うとか、具
体的にやっていった方がよろしいんじゃないかな。そういう時期に来てるん
じゃないかなと、それにクラウドファンディングがついてくると思うんです
けど。
　だから先駆けてこういうことをしているので、こういうことにお金がかか
りますよと、結果的にこういうことができました。来年もクラウドファン
ディングでお金がいくら足りないので、皆さん協力してくれませんかという
やり方を取らないとなかなか難しいのでは。
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国本委員

　松本市として猫の不妊去勢これ全体でいくらぐらいお金がかかってると思
う？把握されてますか？その補助金とかそういうの関係なくて、ボランティ
アさん個人何でもいいですよ。この猫の避妊のために全部松本市で負担する
となったら、いくらお金が必要なのか、全然把握しないと補助金をくれ手続
き簡単にと言っても、実際いくらかかっているかわからないから、そのお金
に対して、手続きだって税金で払うんですから、きちんとした方が考えるで
しょうね。簡素化などする必要ないですよね。やってもらうお金もらえるん
ですから。
　でもあの市はやってるこの市はやってると、こんな手続き面倒くさいって
いう人もいれば、もっと欲しいという人もいるし、もっと予算をつけろと言
う人もいるわけですから、実際にお金いくらかかるんですか。安くするため
に手術の方法も違うわけですよね。簡単な手術もありますし難しい手術もあ
りますよね。補助金に関してははっきり言いますけど、何が何だかわかんな
いですよね。ずっと何年も猫の団体さんから言わせれば、お金がかかる、寄
附ください、市はお金くれないとずっと何年も言ってますよね。市から予算
がもらえました。でも実際問題、いくらお金がかかるのかどういう手術しな
きゃなんないんですか、どこの病院でやるんですかと、要は一般市民がそう
思うと思うんですよね。県外からの先生がやっちゃうこともありますよね。
それを良しとするのかしないのか。そういうのって現実ずっと何年もやって
きてるわけですから。ある程度そこしっかり共有しないとボランティアの人
たちはお金がないから猫もこんなになってますよ。でも市とすれば予算を少
しずつ増えてきました。落としあいはどこなんですかと言って、みんな納得
してるんだったらいいけど何だかよくわからないので、獣医師さんの方も県
外から来たり噂で聞けばバスできて、手術をして格安でやって去っていって
しまうというのも許せるのかって話になってきますよね。それがせっかく会
議ががあるんだからある程度のところまでは話しないと同じ話ずっとしてる
ような気がするんです。

竹田委員長

　今のところ少し整理しますとまずは現状に対してどういう取り組みをしま
したかというお話はありましたが、現状に対してのその取り組みの具体例が
結びついていないので、今日は時間も限られているかと思いますので、また
次回に向けて、こういう苦情等に対して市として具体的にどういう取り組み
をして、さらにはその取り組みの中で、何ができなかったのかとか、何が足
りなかったのかといういわゆるちょっとストーリーを少しイメージして、次
回の会議の資料を作っていただきたいという一つリクエストだというふうに
思いました。
　それからもう一つは、避妊手術にかかる経費というところで当然市の方の
財務部局の方もふんだんにお金があるわけじゃないので、多分財務部局もな
んでそんなにお金が必要なんですかという質問が多分あるんじゃないかと思
うんです。今国本さんがお話ありましたように従来からかかってきた費用と
合わせていつまでたっても避妊手術やるんですか、ということにも繋がると
思うんですよね。ですので、その潜在的なものも含めて、今後どのぐらいか
かるのかとある程度の予測といいますか目安を、どこかで概算でも結構なの
で示していただいた方がこれだけまだ必要な猫がいるのでそこに対してどう
具体的に取り組むかというお金だけではなくて具体的なその取り組みにも繋
がるんじゃないかと、そういうご意見ではなかったかなというふうに思いま
すので、次回それを事務局の方でも宿題にしてもらいましょう。

国本委員

　うちから言わせれば、犬の不妊・去勢のお金もしっかりしてくださいとい
うふうな話になってくるんです。犬の関係は一切補助はないわけですから保
健所から来た犬が病気だったらもう一切そういう補助は何もないわけなん
で、猫だけがずっとその避妊去勢やり続けて、しかもありがとう市役所さ
んって団体が言ってるんだったらいいですけど、いや、足りないいや足りな
いってね、何十年愛護やってますけどなんかいい加減この人たちなんなのか
なってやっぱり思うので、せっかくこういう会議があるのであれば、そこは
ビシッと決めた方が市としてもいいんじゃないかなと正直思うんですよね。
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　今どういう状況になってるかということをご紹介したくて受付けた件数を
今回資料にさせていただきました。これは国本委員おっしゃる通りこれに対
して何をやったのか、何をやったけど駄目だったのか良かったのかという対
応についての具体的な中身が出てこないというのはその通りでございます。
　ただ委員長からもここの部分については次回に向けてしっかり整理してき
てくださいというお話だったと思いますので、そこはやりたいとは思います
が、1人1人人間の性格が違うように飼い方も違ったりとかしててなかなかひ
とまとめにできない部分もあるけれども、今の話は僕らのやっている仕事の
中身を整理することにも繋がっていきますので、どんなやり方まとめ方があ
るのかということも含めて考えたいと思います。ご意見ありがとうございま
す。
　それから松本市内でどれだけの猫の不妊手術にお金を使ってるのかという
ようなところは、おっしゃる通りなんですが掴む方法をまず考えるところか
ら始めないといけないのかなという具合に思いました。管内の獣医さんに聞
いてみるとかいうようなところぐらいしか今思い浮かばないんですが、よく
聞かれるのは、市のある一定の役職にある方から、この前は医師会の役員さ
んからも聞かれたんですが、松本市は猫何匹いるの？今不妊去勢手術のお金
を出していて、地域猫活動をやってますとは報告できるんですが、野良猫が
何匹いるのと聞かれることはあります。答えられないんですね。そこは
ちょっと弱点なところもありますし今の制度の限界のところもあるのかな
と、降籏委員からは前から個別にもお話いただいてますが猫の登録制だとか
いうような話も伺ってはいますし、実際に全国見ると猫の登録制を入れてい
る自治体もあったりとかしますが、残念ながらあまり良い話が聞こえてこな
い。というところもあって猫の数を把握するというところが、厳しいところ
はあるのかなと思っています。

　委員長おっしゃるように、財政の方からも、これっていつまでお金出せば
いいのということはもう既に言われています。とりわけ185万を今の330万ぐ
らいに引き上げたときにですね、財政部長からは、課長だけの話で終わらな
くてその上の段階まで行かなければならなかったんですけど、青天井で出す
のか、そんな金は市にないというところで去年一昨年はとにかく増額をした
いというところに一点集中したので、何とかお願いをしてきたんですが、確
かにその辺の長期的なシェアというかスパンというか、それは作っていかな
きゃいけないと思いますし、人を説得するにはやはり必要な部分でもあると
思いますので、どの程度できるのかという、どの程度データ作りとか資料作
りができるのかというところはありますが考えたい思いますのでよろしくお
願いします。

大和（事務局）
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北村委員

　私もTNR地域猫とTNTA譲渡とする形の割合とか頭数というのを知りたかった
んですが、そんな感じでまだ理解できてないというお話でしたので、この辺
も数字的にわかるといいかなとは思っております。
　それから猫の多頭飼育問題ですけれども、今社会福祉協議会さんの方での
いろいろな勉強会等ありましてやっぱり、他職種との連携というのはやっぱ
りとても必要になってくるというお話で、誰がどんなことをしてどんなとこ
ろに相談を持っていって誰が動くのかということが今後多分課題になってく
るというところになってくると思います。先日行動学者の菊水先生のお話で
ペットを飼うなら社会との繋がりを持てる犬の方がいいよってなぜかという
と、犬を連れているとお散歩に出なきゃいけないので外にでると、外に出る
ことによって知らない人とでもコミュニケーションが取れると、だけど猫の
場合は、おうちの中で飼っている、そのまま社会との繋がりが途絶えてしま
うっていう話もお伺いしました。やっぱり繋がりができないということで現
代社会のいろいろな数多くの問題というところで多頭飼育、猫の多頭飼育と
いうことになっていってしまうというところで隣の県ではありますが、岐阜
の獣医さん奥田先生が人と動物の共生センターというところを立ち上げて、
飼えなくなってしまった場合の後継にペットの後見人活動も最近され始めま
して、もちろん生活困窮者の方もいると思うんですがその割合を上手に組み
合わせて、金銭的な面も考えて今されているようで、私も1回しか講習会に顔
出してないんですが、そういうこともボランティアで無償という形ではな
く、現代ではやっぱりお金がらみということにもなってくるんじゃないかと
思っております。

竹田委員長
　ペットの後見人制度っていうのは、単に譲渡していただいてお世話します
よっていうだけではないということですか。

北村委員
　入会金がいくらでどのくらいの飼育が必要で事務量がどのくらいだろうっ
てことで、月々負担していただく感じです。だけど、生活困窮者のかたは難
しい。

半田（事務局）

　私達も猫の問題があまりに大きすぎて、どこを捉えてどこに力を入れて
いったらいいのかというのが本当に問題ごとに視点が変わってしまうので、
現場としても本当に苦慮しているところです。先生が今ご紹介しされた人と
ペットの共生センター、そういったサイトとかいろんな資料を私も拝見して
いるのですが、その中で蛇口問題ということで、要は猫が蛇口を何とかしな
きゃいけないという増える原因の部分と、増えて流れていった先をどうにか
しなきゃいけないという、今いる猫たちの部分という両方の問題だというふ
うに、両方やらなきゃいけないということで対応してきているんですけれど
も、やっぱり猫が今どのぐらい松本市内でいるのか、その中で不妊手術をし
ていない猫はどのぐらいいるのかというのをつかむというのは非常に難しい
状況なんですけれども、一つ効果があると考えるのが地域猫活動を市でやっ
ていただく場合は、猫を最初に把握してくださいと、地区で地域で餌をあげ
る猫は最初に確認をして、とにかくざっくりでもいいのでこういった模様の
猫が何匹いてこの猫を私達は面倒見ますってことを先に確認してくださいと
いうことをお願いしています。
　ですので地域猫活動をやっているところでは今この地域にどのぐらい猫が
いるというのはある程度見えてくるという意味で地域猫活動は効果があるの
かなと思っています。
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半田（事務局）

　国本委員がおっしゃった、事例にどういうことをしてどんな効果があった
のかというのが確かに何も載せてないので問題ですというだけの資料になっ
てしまって大変申し訳ないんですけれども、一つの最近の事例としましては
ある高齢の方が餌をあげて猫がたくさん増えてしまって、やはりこの地域か
らも迷惑だということで孤立していた方がいたんですけれども、他のところ
で地域猫活動しているボランティアさんがサポートしてこういうふうにやり
ませんかということで巻き込んで、結局近所の人もお手伝いをして地域猫団
体を始めることになったという事例がございます。その方も最初はちょっと
お話とかなかなか聞いてもらえなかったんですけれども、一緒にやることに
なって嬉しそうに
元気そうにお話されてますというようなことも活動する方からお聞きしたの
で、そういった横の繋がりだとかということで、孤立した方が少し社会と繋
がることができたという事例は最近ございましたので、一つ報告させていた
だきます。

竹田委員長

　現状とその取り組みに対してご質問意見をいただきながらも、同時に今後
の課題についても降籏さん、それから国本さん北村さんからもいくつかコメ
ントいただきました。時間もないんですが、今日の資料の方でさらに取り組
みが必要なこととか、今後に向けての検討課題というのは昨年度まで議論し
てきました。その基本方針に向けての議論の中でも実はもう出てきてること
で同じことが書かれているかなというふうに私ちょっと理解しています。
　それを踏まえた上で、先ほどご発言いただいた方でも結構ですし、ご発言
いただいてない方もぜひこういうことを少し重点に取り組んだ方がいいん
じゃないかとかですね、今日の資料で少しあまり具体的でなくて抽象的に
なっているのは、先ほども事務局から話がありましたが、これといった突破
口的なアイディアが多分なかなか思いつかないっていうところもあるんじゃ
ないかなというふうに推察いたしますので、委員の皆様からこれをまずやっ
たらどうだなんていうところも含めてご発言あるいはアイディアの頭出しみ
たいのがあれば、積極的に挙手いただいてご発言いただきたいと思います
が、いかがでしょうか。

箕輪委員

　人の問題じゃないですかということを言ったのも、検討課題の方に続けた
かったところがあってお伝えした部分もあったんですが、やはりこういった
場で話すと動物に関する関心が強い人間ですとか動物に専門知識を持ってる
人が集まって喋るので、猫にフォーカスが当たると思います。実際にはそれ
以外の猫に強く関心を持っていなくても問題を感じている人とか、周囲にい
る人も巻き込んでいかないとこの問題は解決しないのではないかなと思って
います。
　特に初回のお話ですとか、これまでのご説明などで、松本市というのは町
会とか自治会も強い力を持っている地域風土だということも伺っていますの
で、そのときには猫が好きな人だけが関わる取り組みというところでいいの
だろうかということを考えるところが多々ありました。同じ方向に向かって
いくにしても目的が違うことはあっていいわけですから、地域の関わりを増
やしていくなど地域の問題を一緒に解決していこうという言い方で、もう
ちょっと地域猫の「猫」の方ではなくて「地域」の方に重点を置くとか、そ
ういった支援メニューというのがあってもいいのではないかなと、そうなる
と公的な色合いというのも出てくる部分で、ある意味みんなでやるというこ
とを納得させられる部分というのもあるのではないかなというふうに思って
います。
　補助金についてのお話は、この補助金というやり方とは一般的な話として
も依存性が強いような政策だというところがあると思います。ずっと補助金
が出ている分野ではなかなか新しい技術とか適応しづらいというような問題
があります。また、人の財布からお金をもらうということなので柔軟性がな
いというところと、手続きの話がありましたが人のお財布からもらうという
ことになるのでも手続きというコストが増えて普通にお金を自分の財布から
出すよりも、社会的なコストが実施者の方ももちろんですし、それをチェッ
クする行政側の手間というのもかかりますからそこで人件費が出てくる、時
間がかかってくるというところのコストも大きくなるようなやり方だという
ふうに思っています。
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箕輪委員

　なので補助金というのはある程度どこまでが区切りだという期限かあるい
は頭数の期限というのは必要であって、やはり自分たちで賄うというところ
も必要になってくると思います。どうしてもボランティアというのは自発的
に動くというところで、動物に関わらず他の自然環境のボランティアなどを
見ても手弁当な部分が多いですから、自分でできる部分でやるというのが一
番大前提だと思っています。
その上で海外のボランティアなどを見ていますと、大きな団体というのは
ファンディングの力、知識というのが強いというところがあります。支援の
メニューとして補助金を出すのではなくて、そういう自分たちでファンディ
ングができる方法とかですね、団体が自立できる、強い団体を作れる、強い
行動主体を作れるというような補助のメニューというのがあってもいいん
じゃないのかなっていうのは各地の補助金の話を聞くたびに思っていたとこ
ろでしたので提案をしておきたいと思っています。
　あと猫の飼い主の方にどういうふうに責任を持っていただくかという話に
なると、猫の飼育者との接点を増やすというところがアイディアとして出て
くるんだろうなと思います。犬だと狂犬病の注射とかいろんな場面というの
で接点を作りやすいところがありますが、猫の飼育者だと接点を作りづらい
部分もあるのかなと思うので、ここから考えていくというのは一つ方法とし
てはありうるのではないかなと、猫の飼育者が関わっていく場所から広げて
いくというのではないかと思います。
　そもそも基礎となるデータがないというお話が議論の中で出ていましたけ
れども、先ほど登録制というお話もありました。登録制は、やはりこうなっ
ている猫しか把握できないし、かつ犬の登録の数などを見てみますと全員が
登録するとは限らないという難しさがあります。それに関して今のさっき地
域猫の把握のお話もありましたけれども、補助金を出すことで、書類を書い
てもらうのであればそこに欲しいデータを書いてもらうような様式を作れ
ば、補助金が調査としての資金という側面も出てくると思うので、もちろん
任意の部分も出てくるかもしれませんがアンケート的なものでもいいので様
式に載せるというだけでもデータを集めやすくなるといった工夫の仕方とい
うのもあるのではないかなというふうに感じました。

福澤委員

　今後に向けての検討課題のところで先ほど国本委員さんの方からも、ポス
ターのお話はどうなりましたかということで一言ありましたもんですから、
現状も踏まえてお話をさせていただきます。ポスター、学生がですね、当校
の学生愛玩動物看護師学科ということで、国家資格ということもあって社会
貢献の部分のカリキュラムもございますので、そういったところで何か役に
立てるようなということで案があったわけですけれども、実際にお話をいた
だいてはあったんですけれども、やはりその実現というところ、しっかりと
学生が関わるということに関しては、官学連携の仕組みというのを協定を結
ぶとかしておかないと、やはり学生が何かあった場合、例えばこれは保護動
物の世話なんかもそうですけれども、カリキュラム内にはいろいろやった方
がいいこと書いてあるんですが、そういった仕組みというのをしっかりと敷
いてからきちんとやらないといけないという問題点もございまして、今のと
ころ書いたりということはできていないと、それからいくつも書かせても、
実際に看板屋さんで刷る看板にするときに費用がかなりかかってくる、デザ
インも絞り込んでいかないといけない様々なことで、今後松本市と当校の間
でまた官学のどういった連携がしていけるのかというのを今模索していまし
て、なるべく早く動いていきたいというふうに思っているので一旦その報告
とさせていただきます。
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降籏委員

　先ほど地域猫の把握とか、あるいは飼われている猫の把握とかお話あった
んですが、今はわれわれが管理しているところで松本市内160か所以上あるん
ですが、そこに関係する1か所何頭っていうことで、総合して把握してる頭数
があるんですけども、むしろ飼っている猫の方の頭数がわからないという感
じで、地域猫であれば我々の持ってる数字で算出すればなからの頭数を把握
できると思います。
　犬はそもそも法律で管理されてるから、声一つかければ、県の方で市の方
で狂犬病登録あるいは、何頭か把握できるけど、猫の場合は本当にもう何も
できないし、だけどやはり人間変なもので登録すればそこに責任感がついて
回ってくると思うのでね、そういった意味でも登録は必要じゃないかなと
思っているけど、先ほど大和課長の方から猫の登録をしてもいい話がないと
言うけど、どんな良い話がないのか教えてほしいし、良い話がないのであれ
ばいい話になるような方策も、考えられるんじゃないかなと思いますけど
も、猫もやっぱり登録をすることによって、管理は本当に変わってくると思
います。猫飼っている人は法律ない分だけ横着ってことですよね。地域猫の
頭数はわかります。

国本委員

　補助金を出すためには、何頭の猫がいて、それにかあるお金がいくらか
かって差し引きした分はどういう分配になっているかをを把握しない限り、
あーでもないこーでもないという話になっちゃうという話と、クラウドファ
ンディングも猫の避妊っていうけど実際問題いくら足りないからいくらみん
な協力してくださいと言わなかったらお金は集まらない。
　今回ポスターについてもそのときも苦情が糞尿の話はありました。それに
対してどういうふうな対策をしたんですか、それによって減ったんだったら
よかったという話だからいいけれど、何もしなかったら苦情の数が減ったの
はなぜかという話と、私は一般市民なので一般企業に勤めてますので、苦情
というものは処理しなければならないという認識を持ってますので、苦情の
件数とかという問題があっても苦情は1件でもあってはいけないという考えな
ので、それに対してどういう対応をしたのかというのは教えてもらわない
と。最後ですけど、先ほどおっしゃられましたように、ボランティアの定義
というのも、年々変わってきてるんですよね。災害ボランティアの定義も変
わってきてますし、行ったら炊き出しさえすればいいというものでもないで
すし、社会福祉会の連携を取っていかなきゃならないという話になって、で
も社会福祉協議会も震災が起きたときに対応しきれないわけですよね。能登
なんかはボランティアが災害が起きたときの対応も全然被害の状況によって
違うから、早くある程度の基盤を作らないと次のステップには行けないと思
う。
　クラウドファンディングの話もありましたけど北海道の方で、2000万から
3000万の、保護犬、保護猫私達保護しましたから施設を作らせてくださいと
3000万円で作ってますよね。だからもう、お金さえ集まればできるというク
ラウドファンディングにもなってるわけですよね。だからそれを今度やった
ときにその1市町村がその施設を認めるのか認めないのかという話、何の責任
もないわけですからそのままどんどん増えて崩壊したらどうするんですかと
か、時代によってどんどん変わってきてるのは確かなので、問題点を早く解
決して次の問題点は出していかないといけない。
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竹田委員長

　せっかく基本方針ができたのに出てくる情報が従来のものでなかなか先に
進むと言っても何かその先が見えてこないというところに不安感を皆さん
持っておられるんじゃないかなというふうに感じたところですので、厳密な
ものではなくていいんですが次回は来年の春だと思うんですが、この先5年間
どうするとか、ちょっと先を見据えた計画作りというのは意識していただい
て資料作りをお願いしたいなというふうに思います。そういった資料を作ろ
うとすればするほど、現状分析というところがかなり突っ込んだあの議論を
していかなければ具体的な先の計画っていうのも見えてこないかとと思いま
すので、なかなか職員少ない中でご苦労をおかけしますけども、そんなとこ
ろの目線でやっていただくと議論も深まるのかなというふうに思っておりま
す。
　個人的な話をちょっとしますといろんな市町村で鳥獣害の議会に出てます
と今年はこういう予算があるのでこれをやりましたと言って来年どうなるか
というと、報告ってのは実はないんですよね。その対策をやったかどれだけ
被害があったかってのは大事なのに関わらず、そういったところがなくまた
次年度はこれだけ予算取ってきましたって話になってしまってですね、あま
り議論は深まらないところがありますのでせっかくこれだけ意欲的な方々が
参加されている懇談会でありますので、ぜひそのあたりを継続的な議論がで
きるように資料の準備をお願いしたいなと思います。
　あとは以前基本方針を立てたときに、打越先生がお話になられましたけど
も、勉強会みたいなのもどこかのタイミングで計画していただいてもいいか
なと思いました。例えば、登録制の話は基本方針作る前から意見として出て
おりましたけども、なぜそれが他の地域でうまくいってないのかなとか、い
わゆる成功事例を学んでも私達は勉強できませんので、失敗事例を学ぶこと
によって、松本に合った仕組みができるんじゃないかなとも思いますし、あ
るいは北村さんからご紹介があった岐阜の方のペット後見人制度のセンター
ですか、センターの仕組み運営の仕方とかは今後松本で愛護センターがいよ
いよ本格的にできるにあたっての良い材料にもなるんじゃないかなというふ
うに思いますので、講師の方をお呼びして、私達もお勉強できる場をご提供
いただければなというふうに思っております。
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